
「研究開発評価研修プログラム教材を使用した
研究開発評価人材育成研修」に関する提案

～文部科学省の「研究開発評価研修プログラム教材」の改定に
係る調査・分析の結果を踏まえて～
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１．委託調査の概要
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1.1 委託調査の概要

【目的】【目的】
新しい時代に合わせた研究開発評価の普及推進を図るため、研究開発評
価に係る人材育成研修やシンポジウム等において使用するための「研究
開発評価研修プログラム教材」の改定案を作成する。
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研究開発評価研修プログラム教材の改定案の作成研究開発評価研修プログラム教材の改定案の作成

研究開発評価研修プログラム自体の提案研究開発評価研修プログラム自体の提案

H18年度調査をベースに、その後の状況変化や政策的な重点事項等を
踏まえた基本テキストを作成する。

ケースメソッドを含む研修方法と、フォローアップ体制を含めた継続
的な学習の仕組みを提案する。



1.2 問題意識と対応
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認識されている課題 テキスト等での対応

評価の意義が分からない 第1章等、テキストの随所で意義を繰り返し説明。

国の研究開発評価について基本的な方針を示した大綱的指針
が府省や資金配分機関を主な対象としているため、大学や研
究開発機関にとってどのように対応してよいか分からない

大綱的指針と他の関連法等との関係を明確化（2章）、機関ご
とに評価のポイントを解説（4章～6章）。

評価現場ではプロジェクト評価に対するニーズが高い ピアレビューやエキスパートレビューの方法など、事前評価
を中心にした解説と具体例を記載（3章等）。グループワーク
を交えた研修も提案。

研修の教材としては「事例集」が望ましいものの、「個別の
大学の事例として紹介するというよりも、一般論としての知
見を得られるように整理して活用するのが良い」という指摘
があり、「ケース・ライティングを誰が（どのように）行う
のか」が課題

ストーリー形式のケース作成には相応のスキルと経験が必要
なことなどから、国内外の先進事例について（一部匿名化）、
その優れた点や更なる改善点などを考えるための素材として
活用（7章等）。

「単純に経験年数や職位というだけではなく、状況に応じて
所属機関の中であるべき仕組みをきちんと考えていくことが
できる」人材を育成していくことの必要性

評価現場の実務担当者だけではなく、評価システムを構築し
ていく権限と責任を有する組織経営の担い手向けにも役立つ
よう執筆。特にプログラム評価の実現のためには、各組織で
事業等のプログラム化を図る必要があり、学習内容を自組織
に持ち帰って作業を行うプロセスを研修案では提案。

研修の方法として、「中・上級ともなると、初級研修のよう
に2日間だけ集まってもらうというものとは異なる実施形
態」もありえるのではないかという指摘もあり、適切な研修
の提供方法自体が課題



２．基本テキストの内容
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2.1 テキストの基本構成
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第1章はじめに
テキストのねらい／構成／使い方

第2章日本における研究開発評価の枠組み
2.1 研究開発をめぐる評価枠組みの全体像
2.2 研究開発評価（大綱的指針／文科省指針、等）
2.3 政策評価
2.4 行政事業レビュー
2.5 法人評価
2.5.1 独立行政法人に対する法人評価
2.5.2 国立大学法人等に対する法人評価
2.6 自己点検・評価／認証評価

第3章研究開発評価の基礎知識
3.1 なぜ評価が必要なのか
3.2 評価が有用であるためには
3.3 評価の留意点
3.4 研究開発評価を適切に行うために学ぶべきこと
3.5 プログラム評価
3.6 プロジェクト評価
3.7 研究者等の業績の評価
3.8 研究開発機関等の評価

第4章大学等における評価の実践
大学等と研究開発評価／大学等における研究開発プログラム
および研究開発課題の評価／大学等における機関評価、等

第5章独立行政法人における評価の実践

第6章府省及び資金配分機関における評価の実践

第7章より良い研究開発評価の実施に向けて
7.1 研究開発評価の困難性と特筆課題
7.2 科学技術イノベーション創出、課題解決のためのシステム
の推進
7.3 挑戦的な研究、学際・融合領域・領域間連携研究等の推進
7.4 次代を担う若手研究者の育成・支援の推進
7.5 評価の形式化・形骸化、評価負担増大に対する改善
7.6 終わりに

付録
用語集／学習ガイド／研修方法の例、等

基礎編／応用編の2本立てを統合。最新の情報に基づき関連法やガイドライン等の関係を明確化した上で

（第2章）、評価の基礎知識（第3章）と、評価のポイントを機関別に解説（第4～6章）。

文科省指針で指摘の特筆課題については、具体的事例や匿名化したケースを交えて評価システムの構築

及び実践上のポイント等を整理（第7章）。

本文に加え、学びを深める上で役立つ事例や演習問題、重要論点や先端課題をまとめたコラムを配置。



2.2 「第1章 はじめに」の概要
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【評価の意義・機能、阻害要因】

政策体系の
問題

評価体系の
問題

能力及び
経験の問題

評価現場の実務担当者
評価システムを構築していく権限と責
任を有する組織経営の担い手
政策や事業の形成・実施を担っている
すべての方が関係者

限りある資源の中で、公平で競争的な研究環境をつくりあげる
上位の政策・施策、組織の目的を達成するために、独創的で優れた課題等を発掘し、研究資金等を
配分したり、施策、課題、組織の活動が適切に機能しているかを点検し、改善に結びつける
組織体が、与えられた使命を実現しているかどうか説明責任を果たす

【使い方】

評価の意義・機能と阻害要因について大局的な観点から解説するとともに、想定読者について言及。

テキストの構成と使い方について解説。

これから評価の実務に取り組もうとされている方やこれ
まで自己流で評価を行って来られた方（初級）は、第2章、
第3章と順に読み進めたあと、第4章から第6章のうち自身
と関係の深い章を選んで読むことを推奨。
評価について豊富な経験のある方や体系的に学んだこと
のある方（中・上級）は、第7章を中心に、関心のあると
ころから読むことを推奨。

【想定読者】



2.3 「第2章 日本における研究開発評価の枠組み」の概要
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日本における研究開発評価に関連する枠組みの全体像と相互の関係性について明確化。

個別の法やガイドラインのポイントについて解説。

組織経営・マネジメントの改善のために、自己（点検・）評価が基本となることを明記。

【各評価の枠組みと被評価者となる組織との関係】

府省
国立研究開発
法人等

(資金配分機関)

国立研究開発法人
(研究開発実施機関)

大学共同
利用機関

国立大学
等

私立大、
公立大等

研究開発評価 ○ ○ ○ ○ ○ ○

政策評価 ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

行政事業レビュー ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

法人評価 ○ ○ ○ ○

自己点検・評価
／認証評価

○ ○

注）▲は間接的に被評価者となりうることを示す。



2.4 「第3章 研究開発評価の基礎知識」の概要①
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評価の必要性や意義、有効な評価を行うための条件や留意点について強調。特に、組織構成員は全員原

理的に評価の当事者、関係者であることを明記。

評価を適切に行うために学ぶべき学習の体系を示すとともに、評価対象（プログラム、プロジェクト、

研究者等の業績、機関等）ごとに基礎知識とポイントを解説。

評価手法として特に重要なロジックモデル及びレビューパネルについては詳述。

【組織における評価の関係者】

大学等における位置づけ（例）

意思決定を行う
査定部門

IR室など中期目標・計画の評価に関わる総務担当
理事とその支援組織等。

研究開発評価を
担う部署

学内の研究力分析を行い、研究経営戦略のため
の意思決定を支援したり、競争的資金獲得やそ
のための評価対応を支援したりするURA室など
研究担当理事が所掌する範囲に相当。

個別事業担当課 事業を形成する際にも、またある制度のもとで
研究開発プロジェクトを展開する際にも、自ら
が先ず事前評価を実施する必要。評価の実施機
能を備え、評価スキルを十分に修得する必要。

 

【有効な評価のために：評価理念】

＃その他「評価対象の理解」「形骸化防止の工夫」等



2.4 「第3章 研究開発評価の基礎知識」の概要②
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【評価を行う上で必要な最低限の知識】 【身につけておくことが望ましい前提知識】



2.5 「第4章～第6章」の概要
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国立大学法人等の法人評価及びすべての大学を対象とする自己点検・評価という法的に対応しなければ

ならない評価の仕組みがあることの確認

法的に要求される評価においても基本的には各大学等による自己分析、自己評価が最初に求められるこ

とを改めて明記。

自己点検・評価報告書及び自己点検･評価の検証結果報告書等を事例としてとりあげ、解説。

「第4章 大学等における評価の実践」

独立行政法人の法人評価という法的に対応しなければならない評価の仕組みがあることの確認。

基本的には各法人による自己分析、自己評価が最初に求められることを改めて明記。

中（長）期目標・計画と評価報告書等を事例としてとりあげ、解説。

「第5章 独立行政法人における評価の実践」

政策評価法や行政事業レビュー、法人評価などの仕組みがあることを確認。

各組織による自己分析、自己評価が基本となることを改めて明記。

ファンディングプログラム（資金配分事業）を事例としてとりあげ、解説。

「第6章 府省及び資金配分機関における評価の実践」

組織として自己分析・評価能力をいかにあげるかが重要であること、その際、鍵の1つとなるのが
プログラム評価であること、日常的なモニタリングやデータ収集の重要性について、共通して指摘。



2.6 「第7章 より良い研究開発評価の実施に向けて」の概要
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文科省評価指針に記載の「特筆課題」をとりあげ、「答えのない課題」として、国内外の先進事例等を

交え、考慮すべき評価のポイントを記載。

特筆課題 事例 概要

科学技術イノベーション創出、
課題解決のためのシステムの
推進

鳥取大学
JST-RISTEX

社会的問題解決と研究開発とのバランス
をどのようにとるべきか、研究者の意識
改革をどのように促すべきか、社会実装
のための評価デザイン、等。

挑戦的な研究、学際・融合領
域・領域間連携研究等の推進

理化学研究所
京都大学
米国NSF

専門領域全体をカバーできる人材がいな
い対象について、評価者が限定されるこ
とに付随する問題や合議による「小粒
化」をどのように防止するか、等。

次代を担う若手研究者の育成
・支援の推進

総務省SCOPE
ヒューマン・フロンティア・
サイエンス・プログラム

人材育成が関わる課題を適切に扱うには
どのようなことを考慮すべきか、等。

評価の形式化・形骸化、評価
負担増大に対する改善

北陸先端科学技術大学院大学
鳥取大学
理化学研究所
カナダNSERC
スウェーデンVINNOVA

意思決定への活用方法や被評価者への有
益なコメントのフィードバック、日常的
なデータ収集の体制、専門家の活用によ
る評価の高度化の事例を紹介。当該課題
を考える上でのポイントについて解説。



【参考】特筆課題別の掲載事例（抜粋）①
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特筆課題その①：科学技術イノベーション創出、課題解決のためのシステムの推進

【事例】鳥取大学 産学・地域連携推進機構「地域参加型研究プログラム」

研究、教育、社会貢献（地方創生）に対応しなければならない地方大学において、技術移転等の地域貢献では
なく、研究としても成立させるための学内資金配分プログラムを立ち上げ、運用。地域のステークホルダーと
の関係性を構築し、研究課題に落とし込む「調査型」、実際に研究を行い、効果検証を行う「実践型」、複数
事例へ展開し、理論化を目指す「発展型」の3種類のファンドを用意。組織活動全体と結びついたロジックモデ
ルを構築するとともに、採択審査や終了時評価の仕組みにも反映。学外のファンド獲得等を誘導。

基本要件（事前評価） • レビューアの評価結果と機構長による意思決定を区分。
• 基本要件（プログラムの趣旨）との整合性を、○、△、×

で組織内外のレビューアが書面で評価、結果を持ち寄り、
△、×のついた課題について議論。

• その他、以下のような審査項目について、各レビューアが
採点、基本的には合計点の上位から採択を決定。

地域社会の課題を抽出・分析・解決するための学術的アプローチ
や調査研究の手法は妥当か（5点）
研究に必要な学術知や経験知と研究実施者や地域パートナーの能
力や役割が適切に対応しているか（5点）
資金計画や実施スケジュールは適切で実行可能か（5点）
研究する地域課題が適切に設定され、研究により生ずると期待さ
れる効果(短期的・直接的な効果や長期的・間接的な効果)が具体的
に提示されているか（5点）
地域パートナーとの協力関係が確保されており、その参画・協働
の内容が具体的に提示されているか（5点）
【任意・加点要素】地域に根ざした人材育成に資するか（3点）等

• 非採択の課題に対して、改善点や他の適切なファンドへの
誘導など、コメントをフィードバック。



【参考】特筆課題別の掲載事例（抜粋）②

14

特筆課題その②：挑戦的な研究、学際・融合領域・領域間連携研究等の推進

【事例】京都大学「 SPIRITS 」

国際共同研究や、学際研究・未踏領域・未科学の開拓に挑戦するプロジェクトを支援する資金提供プログラム。
URAのプロジェクト伴走型支援も実施。（研究マネジメント人材の育成・評価や、機関評価への展開も）

【事例】全米科学財団（NSF）「 Track1（CREATIV）」

ピアレビューに基づく資金配分方式の問題点を克服するための米国NSFによる実験的取組。学際性をキーワー
ドに、それを誘導する競争的資金プログラムの設計を行う。PDの権限強化（一般的なプログラムでは外部レ
ビューアが決定的な役割を果たすのに対し、原則としてNSF内部のみでレビュー）と、プロセスの透明性、実
効性を確保するための検証をあわせて実施。研究開発実施者に社会的影響に対する意識付けを行うことにも寄
与。

NSF
公募情報

NSFPD1

Award研究者

(PI)

Internal
Merit

Review

PD2

NSF

NSF
提案

打診 承認承認

2～3ヶ月

プログラム/プロ
ジェクトの推進

COV 3年ごと 出典：小林直人，基礎研究におけるプログラム化の例とその課題，平成24年度
文部科学省研究開発評価研修第2回（2012年12月13日）発表資料，（2012）．



【参考】特筆課題別の掲載事例（抜粋）③
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特筆課題その③：次代を担う若手研究者の育成・支援の推進

【事例】ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム（HFSP）

「生体の持つ精妙かつ複雑な機能の解明のための基礎研究分野」について、化学等他学問分野と協働した「生
命科学」の「学際的基礎研究」を支援するプログラム。その際の理念として、「学際性」、「国際性」、「若
手研究者」を重視。マンチェスター大学イノベーション研究所が2010年にとりまとめた『ヒューマン・フロン
ティア・サイエンス・プログラムのレビュー―最終報告書』（HFSPの様々なスキームについて、アウトカム、
インパクト及び適切性を評価）をもとに、人材育成、特に若手研究者の育成・支援に係る評価のあり方につい
て考える。

【事例】総務省「SCOPE-若手ICT研究者等育成型研究開発プログラム」

ICT分野の研究者として次世代を担う若手人材を育成することや、中小企業の斬新な技術を発掘するために、若
手研究者（個人又はグループ）又は中小企業が提案する研究開発課題に対して研究開発を委託するプログラム。
H28年度に実施された追跡調査・評価の試行をもとに、プログラム改善に必要な調査・評価活動を考える。



【参考】特筆課題別の掲載事例（抜粋）④
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特筆課題その④：評価の形式化・形骸化、評価負担増大に対する改善

【事例】カナダ自然科学・工学研究会議（NSERC）「共同研究開発（CRD）助成プログラム」

国内で活動する企業に対して、1）カナダの中等後教育機関（大学等）の持つ優れた知識や専門的技能、教育資
源へのアクセスを提供すること、2）産業界が要求する技能を持った学生を教育することを目的とするプログラ
ム。機関の戦略と結びつけたロジックモデルを作成することにより、評価の重複等を回避、評価結果に対する
行動計画を策定・公表することで、評価の実質化を図っている例。評価計画のデザインにも大きな示唆。

勧告 賛否 行動 責任 行程

勧告1：CRDプログラムを現状通
り維持する。研究環境、主要な受
益者のニーズ、進行中のCRD助
成や応募の数の変化に応じて、
プログラムの展開を改善し続ける
べきである。

賛成 ① CRDプログラムの展開をNSERC
の五カ年予算に従って実施

② 過程の主な改善点を見つけプロ
グラムの展開効率を上げる

③ 過程作業部会の勧告を実施する

① RPP幹部（副議長と理事）

② 過程改善作業部会

③ RPP幹部（副議長と理事）

① 進行中

② 2010年9月

③ 2011年3月

勧告2：利害関係者の間でプログ
ラムの設計と利益についての意
識を高め、産業界をより惹きつけ
るため、CRDプログラムの到達範
囲と注目度を―特に産業界にお
いて―高める。

賛成 ① NSERC地域事務局における産
業へのプログラムPR活動

② 産学共同プログラムのPRのため
政府／州の関係機関と協力

③ 産業誌とINパートナーシップ
ニュースレターにおいて成功物語
の記事を掲載

① NSERC幹部

② RPP幹部（副議長と理事）

③ INパートナーシップニュー
スレター2010年1月

① 2009年10月（終了）

② 進行中

③ 進行中

勧告3：パートナーの負担分を軽
減し応募手続きを簡素化した、プ
レCRDパイロットプログラムを試
す計画を立てる。

賛成 ① CRD以前の機会として関与と交
流助成を設立

② 今後5年で両助成のインパクトを
高める

① RPP幹部（副議長と理事）
;地域事務局

② RPP幹部（副議長と理事）

① 2009年11月（終了）

② 進行中

勧告4：学生を含むHQPのCRDプ
ロジェクトへの参加を継続して支
持する。勧告2の一部として、
CRDプロジェクトへのHQPの貢献
度と、HQPにとってのCRDに参加
することの利点をプログラムの利
害関係者に対しさらに伝えて行く。

賛成 ① HQP教育への寄与をCRDプロ
ジェクトの選考基準として維持

② CRDプロジェクトにおけるHQP教
育の利益を促進するコミュニケー
ション戦略の改善（勧告2の第3の
行動と同時）

① RPP幹部（副議長と理事）

② コミュニケーション担当部
署とRPP幹部

① 進行中

② INパートナーシップ
オンラインニュース
レターが2010年1月
に発行された

評価のデザイン 行動計画
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3.1 研究開発評価人材育成研修案（初級）の概要
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組織のマネジメントにおいて、よりよい評価を行うことの意義・必要性を実感できるようになることを第一義的な学習の

到達目標とする。

基本的な研修のシステムとして、事前にテキストの該当部分を読んできていただく→講義（最新の政策動向に関する情報

の提供を含む ）とグループワークでポイントを学ぶ→そこで得た知識を自組織に適用し→それらの成果をさらに共有する

ことで組織間での相互研鑽につなげる、という流れを想定（主に「プログラム評価」に関して）。

「プロジェクト評価」に関して、目的の異なるいくつかのケース教材を取り上げて、評価項目や基準、体制等の優れた点

や改善点等をグループワークで議論する研修内容を新たに提案。

【研修の目的等】

初級

学習到達目標 • 組織マネジメントにおいて、評価の意義・必要性を理解
できるようになること

• 全体最適化≒「プログラム」を意識して、評価実務に取
り組めるようになること

• ロジックモデルの基礎を習得し、課題を発見できるよ
うになること

• 研究開発のタイプに応じたプロジェクト評価（事前評
価）のあり方（評価項目・基準、評価体制等）を理解
し、課題を発見できるようになること

• 評価のプロセス及び結果を通じて、被評価者や意思決定
者に対して適切な示唆を与えられること

組織類型 国立大等 公立・私立大 国立研発法人

ターゲット層
（例）

学長裁量経費等の配分、法人評
価、自己点検・評価を担う部署
の教職員（IR、URA等）

理事長裁量経費等の配分
を担うもしくは法人評価
を担当する部署の職員

個人学習

研修（1）

組織での検討

フォローアップ

テキストによる予習

講義とグループ対話

【研修の基本システム】

学習内容の組織への適用

研修（2） 検討結果の共有と改善

ネットワークによる
相互研鑽



3.2 研究開発評価人材育成研修案（初級）の具体例
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【研修プログラム（例）】
1日目 内容（案）

13:00-15:00 講義：基礎編
• 研究開発評価の意義、体系、制度、評価の実施時期、評価方法、評価の活

用のあり方、人材育成等

15:15-17:15 プロジェクト評価
講義（45分）

• 研究開発論
• 研究開発のタイプ別にみた評価
グループワーク（30分）

ケース（匿名化した事例）の優れた点や改善点を話し合う
＃関心により、科学的価値を追求するもの、経済的価値を追求するもの、社会
的価値を追求するものに分けるのも一案
全体共有（20分）
講評・意見交換（25分）

15:15-17:15 講義：研究開発機関の評価、研究者等の業績評価
※上記と選択科目にするのも一案

17:30-18:30 情報交換会

2日目 内容（案）

10:00-12:15 プログラム評価
講義：プログラム評価とロジックモデル（45分）
グループワーク（90分）

• ケース（匿名化した事例）のインパクトセオリーの側を中心に、途中で解
説を入れながら作業

13:15-14:45 プログラム評価（続き）
講義：指標の設定（30分）
グループワーク（60分）

• アクティビティと紐付け、アウトカム指標を設定する
全体共有（20分）
講評・意見交換（40分）

15:00-15:00 講評・修了証授与

研修（1）

組織での検討

組織内の関係者を募り、自組織の具体例
にロジックモデルを適用する。

フォローアップ

研修（2）

検討結果を共有し、フィードバックを
もらう（半日程度）。
※ポスターセッション→グループ対話
→全体対話→講評

ネットワークによる相互研鑽を行う。
例えば、研究・イノベーション学会の
分科会、RA協議会の年次大会等で定
期的に意見交換を実施する。



【参考】ロジックモデル研修の例
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